
変更理由書 

 

むつ都市計画ごみ焼却場の変更（むつ市決定） について 

 

○１号 アックス・グリーン 

本施設は平成１５年３月に竣工し、地域の重要なごみ焼却場として稼働し都

市環境の良好な形成に寄与してきたところである。 

現在、施設の老朽化に伴い、新ごみ処理施設の整備が進められており、令和

６年４月に予定されている供用開始に向け、その名称が「クリーンセンターし

もきた」に決定したところであるが、都市施設の名称としては施設が持つ機能

を明確化するため、施設名を下北地域一般廃棄物等処理施設に変更するもので

ある。 

 

○２号 大畑ごみ焼却場 

 本施設は、平成１５年３月のアックス・グリーン稼働以降、稼働が停止した

状態となっている。 

 また、アックス・グリーンの老朽化に伴い、現在新ごみ処理施設の整備が進

められ、令和６年４月には供用開始の予定となっており、今後も本施設が再稼

働する見込みはないことから、都市施設の適正な配置により、都市の健全な発

展を進めるため、廃止するものである。 

 


